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防 災 活 動 と 公 益

公益の風 #23

東北公益文科大学大学院公益学研究科修了生
酒田市職員

丸 藤 一 貴

　

庄
内
地
方
に
お
け
る
公
益

活
動
の
代
表
例
と
し
て
、
庄

内
砂
丘
に
お
け
る
砂
防
林
の

植
林
活
動
が
よ
く
挙
げ
ら
れ

る
。
特
に
、
佐
藤
藤
蔵
、
曽

根
原
六
蔵
、
本
間
光
丘
ら
に

よ
る
江
戸
時
代
の
植
林
活
動

が
著
名
で
あ
り
、
そ
の
功
績

が
現
代
に
伝
え
ら
れ
て
い

る
。

　

庄
内
砂
丘
は
南
北
35
㌔
㍍

に
及
ぶ
長
大
な
砂
丘
で
あ

り
、
か
つ
て
は
砂
丘
か
ら
飛

ん
で
く
る
砂
に
よ
っ
て
周
辺

集
落
に
深
刻
な
被
害
が
発
生

し
て
い
た
。
植
林
以
前
の
庄

内
海
岸
部
で
は
、
風
が
吹
く

た
び
に
「
砂
吹
雪
」
が
起
こ

り
、
家
屋
・
田
畑
・
用
水

路
・
道
路
な
ど
が
砂
に
埋
ま

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
か
つ
て
飛
砂
は
恐

ろ
し
い
「
災
害
」
で
あ
っ
た

が
、
先
に
述
べ
た
江
戸
時
代

の
植
林
や
戦
後
の
植
林
に
よ

っ
て
、
現
在
は
飛
砂
被
害
を

意
識
す
る
こ
と
は
少
な
く
な

っ
た
。
砂
防
林
の
植
林
と
い

う
防
災
活
動
に
よ
っ
て
災
害

が
抑
止
さ
れ
、
不
特
定
多
数

の
住
民
の
利
益
が
生
ま
れ
た

わ
け
で
あ
る
。こ
の
意
味
で
、

防
災
活
動
は
代
表
的
な
公
益

活
動
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
の
も

と
、
私
は
大
学
院
で
の
研
究

テ
ー
マ
に
「
防
災
」
を
選
ん

だ
。
具
体
的
に
は
、
大
川
小

学
校
津
波
訴
訟
の
高
裁
判
決

等
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
災
害
時
の
児
童
の
避
難

行
動
に
つ
い
て
行
政
が
果
た

す
べ
き
注
意
義
務
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

研
究
に
取
り
組
ん
だ
。

　

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る

大
川
小
学
校
津
波
訴
訟
の
高

裁
判
決
は
、
学
校
の
教
員
及

び
教
育
委
員
会
は
、「
学
校

の
防
災
計
画
を
作
成
す
る
際

に
、
自
治
体
が
作
成
し
た
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
信
頼
性
に

つ
い
て
独
自
の
立
場
か
ら
検

討
す
る
義
務
」
を
負
う
と
判

示
し
た
。
し
か
し
、
防
災
に

関
す
る
高
度
な
注
意
義
務
を

専
門
外
の
学
校
関
係
者
に
負

わ
せ
る
こ
と
は
、
不
適
切
な

災
害
対
応
に
繋
が
る
た
め
妥

当
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
研

究
で
は
、
上
記
の
注
意
義
務

を
市
町
村
の
防
災
担
当
部
署

に
負
わ
せ
る
た
め
の
法
理
論

を
考
察
し
た
。

　

考
察
の
結
果
、
市
町
村
の

防
災
担
当
部
署
は
、
災
害
対

策
基
本
法
49
条
の
4
第
1

項
、
同
法
49
条
の
9
、
同
法

施
行
令
20
条
の
3
第
2
号
等

を
根
拠
と
し
て
、
児
童
を
含

む
住
民
に
対
し
、
指
定
緊
急

避
難
場
所
の
指
定
及
び
ハ
ザ

ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
の
過
程

に
お
い
て
、
対
象
災
害
の
浸

水
想
定
区
域
の
信
頼
性
に
つ

い
て
、
市
町
村
独
自
の
立
場

か
ら
、
実
際
の
立
地
条
件
に

照
ら
し
た
よ
り
詳
細
な
検
討

を
行
う
職
務
上
の
義
務
（
バ

ッ
フ
ァ
ゾ
ー
ン
検
討
義
務
）

を
負
う
と
い
う
結
論
に
至
っ

た
。
上
記
の
検
討
義
務
を
履

行
す
る
こ
と
は
、
市
町
村
の

防
災
担
当
部
署
に
と
っ
て
は

重
い
負
担
と
な
り
得
る
が
、

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
正
確
性

を
担
保
す
る
た
め
に
必
要
不

可
欠
な
行
為
で
あ
る
。

　

昨
今
、
防
災
は
行
政
の
仕

事
と
い
う
社
会
の
認
識
が
変

化

し

は

じ

め
、
住
民
や

地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
主

体
と
す
る
自

助
・
共
助
の

取
り
組
み
が

活
発
に
な
っ

て
い
る
。
そ

れ
に
比
例
し

て
、
行
政
が

住
民
ら
に
提

供
す
る
防
災

情
報
の
重
要

性
が
高
ま
り

つ
つ
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、

平
時
に
お
い

て
住
民
や
地

域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
防
災

活
動
（
避
難
計
画
の
策
定
や

避
難
訓
練
な
ど
）
を
行
う
と

き
に
は
、
行
政
が
提
供
す
る

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
な
ど
の
防

災
情
報
の
活
用
が
必
要
不
可

欠
と
な
る
か
ら
だ
。そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
防
災
活
動
が
効
果

を
あ
げ
る
た
め
に
は
、
基
礎

と
な
る
防
災
情
報
の
正
確
性

が
担
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

今
後
の
行
政
の
防
災
活

動
（
公
助
）
は
、
住
民
ら
へ

の
防
災
情
報
の
提
供
の
よ
う

に
、
自
助
・
共
助
に
よ
る
防

災
活
動
を
下
支
え
す
る
役
割

が
主
と
な
っ
て
い
く
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
役
割
を
全
う

し
て
い
く
た
め
、
今
後
、
行

政
の
防
災
担
当
部
署
に
は
専

門
性
の
増
強
な
ど
の
体
制
強

化
が
求
め
ら
れ
る
。
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